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○加須市社会福祉法人等による生計困難者等に対する介護保険サービス

に係る利用者負担額軽減制度事業実施要綱 

平成２２年３月２３日 

告示第８９号 

改正 平成２３年７月２７日告示第２１９号 

（題名改称） 

平成２６年６月３０日告示第２１８号 

平成２７年７月３１日告示第２４７号 

（目的） 

第１条 この要綱は、低所得者で生計が困難である者及び生活保護受給者につ

いて、介護保険サービスの提供を行う社会福祉法人等が、その社会的役割に

かんがみ、利用者負担額の軽減（以下「軽減」という。）を実施することに

より、介護保険サービスの利用促進を図り、もって福祉の向上に資すること

を目的とする。 

（平成２３告示２１９・一部改正） 

（定義等） 

第２条 軽減の対象となる費用は、介護保険法（平成９年法律第１２３号。以

下「法」という。）に基づく訪問介護、通所介護、短期入所生活介護、定期

巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護、認知症対応型通所介

護、小規模多機能型居宅介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、

複合型サービス、介護福祉施設サービス、介護予防訪問介護、介護予防通所

介護、介護予防短期入所生活介護、介護予防認知症対応型通所介護及び介護

予防小規模多機能型居宅介護並びに第１号訪問事業のうち介護予防訪問介護

に相当する事業及び第１号通所事業のうち介護予防通所介護に相当する事業

（自己負担割合が保険給付と同様のものに限る。）に係る利用者負担額並び

に食費、居住費、滞在費及び宿泊費（短期入所生活介護、地域密着型介護老

人福祉施設入所者生活介護、介護福祉施設サービス又は介護予防短期入所生

活介護に係る食費、居住費及び滞在費については、介護保険制度における特



2 

定入所者介護サービス費又は特定入所者介護予防サービス費が支給されてい

る場合に限る。）に係る利用者負担額とする。 

２ この要綱において「社会福祉法人等」とは、前項に規定するサービスを提

供する社会福祉法人（社会福祉法（昭和２６年法律第４５号）第２２条に規

定する法人をいう。）及び市長が特に認めた団体をいう。 

（平成２７告示２４７・一部改正） 

（軽減対象者） 

第３条 軽減の対象となる者（以下「対象者」という。）は、市民税非課税世

帯であって、次の各号のいずれにも該当する者のうち、その者の収入及び世

帯の状況、利用者負担等を総合的に勘案し、生計が困難な者として市長が認

めたもの及び生活保護受給者とする。 

（１） 年間収入額が単身世帯で１５０万円以下であって、世帯員が１人増

えるごとに５０万円を加算した額以下であること。 

（２） 預貯金等の額が単身世帯で３５０万円以下であって、世帯員が１人

増えるごとに１００万円を加算した額以下であること。 

（３） 世帯がその居住の用に供する家屋その他日常生活のために必要な資

産以外に利用し得る資産を所有していないこと。 

（４） 負担能力のある親族等に扶養されていないこと。 

（５） 介護保険料を滞納していないこと。 

（平成２３告示２１９・平成２７告示２４７・一部改正） 

（軽減手続） 

第４条 軽減を行おうとする社会福祉法人等は、当該法人が介護保険サービス

を提供する事業所及び施設の所在地の知事並びに市長に対して、社会福祉法

人等による利用者負担軽減措置の実施申出書（様式第１号及び様式第２号）

により、それぞれ申出を行うものとする。 

２ 軽減を受けようとする対象者は、社会福祉法人等利用者負担軽減対象確認

申請書（様式第３号）を市長に提出しなければならない。 

３ 市長は、前項に規定する申請書の提出があったときは、社会福祉法人等利
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用者負担軽減対象決定・却下通知書（様式第４号。以下「決定通知書」とい

う。）により通知するとともに、軽減の決定をしたときは、社会福祉法人等

利用者負担軽減確認証（様式第５号。以下「確認証」という。）を交付する

ものとする。 

４ 第１項の申出を行った社会福祉法人等は、サービスの提供を行うときは、

確認証を提示した対象者に対して確認証の内容に基づき、軽減を行うものと

する。 

（平成２７告示２４７・一部改正） 

（確認証の有効期限） 

第５条 確認証の有効期限は、確認証を発行した日以後の最初の７月末日とす

る。 

（平成２６告示２１８・一部改正） 

（確認証の再交付） 

第６条 確認証の交付を受けた者は、交付された確認証を紛失し、又は破損し

たときは、確認証の再交付を市長に申請することができる。 

２ 第４条第２項の規定は、確認証の再交付申請の場合について準用する。 

（確認証の返還） 

第７条 確認証の交付を受けた者又は世帯主等は、次に掲げる事由が生じたと

きは、遅滞なく、確認証を市長に返還しなければならない。 

（１） 確認証の有効期限に至ったとき。 

（２） 確認証の交付を受けた者が、転出又は死亡により、加須市の介護保

険の被保険者でなくなったとき。 

（３） 確認証の交付を受けた者が、法第４１条第１項に規定する要介護被

保険者又は同法第５３条第１項に規定する居宅要支援被保険者でなくなっ

たとき。 

（４） その他確認証を必要としなくなったとき。 

（軽減の内容） 

第８条 軽減の程度は、第２条第１項に掲げる各サービスの利用者負担額の４
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分の１（老齢福祉年金受給者は２分の１）とする。ただし、生活保護受給者

は、利用者負担（個室の居住費に限る。）の全額とする。 

２ 前項の軽減額に１円未満の端数を生じたときは、その端数を切り捨てるも

のとする。 

（平成２３告示２１９・一部改正） 

（助成） 

第９条 市は、社会福祉法人等が利用者負担を軽減した総額のうち、当該法人

等の本来受領すべき利用者負担収入額（軽減対象となるものに限る。）の１

パーセントを超えた部分の２分の１を上限として助成する。ただし、指定地

域密着型介護老人福祉施設及び指定介護老人福祉施設（特別養護老人ホーム）

に係る利用者負担額を軽減する社会福祉法人等については、事業所（施設）

を単位として算定し、軽減総額のうち、当該施設の運営に関し本来受領すべ

き利用者負担収入額に対する割合が１０パーセントを超える部分について、

全額を助成措置の対象とする。 

２ 助成を受けようとする社会福祉法人等は、生計困難者利用者負担軽減助成

金交付申請書（様式第６号）を市長に提出しなければならない。 

３ 市長は、前項に規定する申請書の提出があったときは、その内容を審査し、

その結果を生計困難者利用者負担軽減助成金交付決定・却下通知書（様式第

７号）により、社会福祉法人等に通知するものとする。 

４ 助成を受けた社会福祉法人等は、事業が完了したときは、速やかに生計困

難者利用者負担軽減助成金実績報告書（様式第８号）を市長に提出しなけれ

ばならない。 

５ 市長は、前項に規定する報告書の提出があったときは、その内容を審査し、

助成額を確定し、その結果を生計困難者利用者負担軽減助成金交付額確定通

知書（様式第９号）により、社会福祉法人等に通知するものとする。 

（平成２７告示２４７・一部改正） 

（書類の整備等） 

第１０条 助成を受けた社会福祉法人等は、軽減に係る収入及び支出等を明ら
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かにした帳簿を備え、かつ、当該収入及び支出等についての証拠書類を整備

し、及び保管しておかなければならない。 

２ 前項の帳簿及び証拠書類は、当該軽減に係る会計年度の翌会計年度から５

年間保管しなければならない。 

（その他） 

第１１条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この告示は、平成２２年３月２３日から施行する。 

（経過措置） 

２ この告示の施行の日の前日までに、合併前の加須市社会福祉法人等による

生計困難者に対する介護保険サービスに係る利用者負担額軽減制度事業実施

要綱（平成１２年加須市告示第５０号）、社会福祉法人等による介護保険サ

ービスに係る利用者負担の軽減に関する助成要綱（平成１２年騎西町告示第

５６号）、社会福祉法人等による介護保険サービスに係る利用者負担の減免

等に関する助成要綱（平成１２年北川辺町要綱第８４号）又は社会福祉法人

等による介護保険サービスに係る利用者負担の軽減に関する助成要綱（平成

１２年８月１日大利根町施行）の規定によりなされた決定、手続その他の行

為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。 

（平成２６年７月に交付する確認証の有効期限の特例） 

３ 平成２６年７月１日から同月３１日までの間に交付する確認証の有効期限

は、第５条の規定にかかわらず、平成２７年７月末日までとする。 

（平成２６告示２１８・追加） 

附 則（平成２３年告示第２１９号） 

この告示は、公布の日から施行し、平成２３年４月１日から適用する。 

附 則（平成２６年告示第２１８号） 

この告示は、平成２６年７月１日から施行する。 

附 則（平成２７年告示第２４７号） 
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この告示は、平成２７年８月１日から施行する。 
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様式第１号（第４条関係） 

（平成２７告示２４７・全改） 

様式第２号（第４条関係） 

（平成２７告示２４７・全改） 

様式第３号（第４条関係） 

様式第４号（第４条関係） 

様式第５号（第４条関係） 

（平成２７告示２４７・一部改正） 

様式第６号（第９条関係） 

様式第７号（第９条関係） 

様式第８号（第９条関係） 

様式第９号（第９条関係） 

 


